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１　職員の任免及び職員数に関する状況 　

■（1）職員の採用の状況（令和5年度） (単位：人)

事　務 技　術 医療職 保育士 消防職 技能職 合計

40 5 53 5 9 0 112

■（2）職員の退職の状況（令和5年度） (単位：人)

事　務 技　術 医療職 保育士 消防職 技能職 合計

0 0 1 0 0 0 1

3 0 4 0 0 0 7

25 8 42 1 6 0 82

28 8 47 1 6 0 90

■（3）行政職及び医療職、技能労務職の状況（令和6年4月1日現在） (単位：人)

１・２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

主事級 主任級 主査級 主幹級 課長級 次長級 部長級 合　計

365 413 343 231 75 40 25 1,492

うち女性数 161 223 108 31 6 2 4 535

24.5% 27.7% 23.0% 15.5% 5.0% 2.7% 1.7% 100.0%

うち女性数

（注）　1　給与条例に基づく給料表の区分に応じて適用を受ける職員数です。

（注）　2　標準的な職務内容とは、それぞれの区分における代表的な職名です。

（注）　3　構成比は四捨五入をしているため、内訳の合計が100％とならない場合があります。

■（4）再任用職員の状況（令和6年4月1日現在） (単位：人)

フルタイム 短時間 合計

23 54 77

■（5）会計年度任用職員の状況（令和6年4月1日現在） (単位：人)

事　務 技　術 医療職 保育士 合計

178 23 35 16 252

■（6）年齢別職員構成の状況（令和6年4月1日現在） (単位：人)
20歳 20歳 30歳 40歳 50歳 60歳

～ ～ ～ ～
未満 29歳 39歳 49歳 59歳 以上

職　員　数 7 529 500 423 487 63 2,009

うち女性数 2 330 221 189 157 16 915

0.3% 26.3% 24.9% 21.1% 24.2% 3.1% 100.0%

（注）　構成比は四捨五入をしているため、内訳の合計が100％とならない場合があります。

合　計

計 

区　　　分 医療職 (B) 技能労務職 (C) 合 計=(A+B+C)

再任用職員

区　分

フルタイム
会計年度任用職員

― ―

8 2,009

5 915

―

構成比

区　　　分

区　　　分

構成比 ―

区　分

職  員 数 509

375

行　政　職 (A)

標準的な職務内容

職  員 数

構成比

標準的な職務内容 医師、看護師など
一般用務員、

ホームヘルパーなど

区　分

定年退職者

勧奨退職者

普通退職者

合計

職員の給与など人事行政の運営状況を公表します。
《市民のみなさんに、市職員の任用、給与、勤務条件、服務など人事行政の運営状況をお知らせします。》

問い合わせ／人事課（内線2554）

区　分

新規採用者
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■（7）部門別職員数の状況と主な増減理由

令和５年度職員数 令和６年度職員数 前年度比較

議　　　会 10 10 0

総　　　務 250 240 ▲ 10

税　　　務 84 88 4

労　　　働 3 2 ▲ 1

農林水産 20 22 2

商　　　工 19 21 2

土　　　木 140 139 ▲ 1

民　　　生 277 295 18

衛　　　生 86 79 ▲ 7

小　　　計 889 896 7

教　　　育 168 167 ▲ 1

消　　　防 284 287 3

小　　　計 452 454 2

病　　院 542 545 3

水　　道 33 31 ▲ 2

下 水 道 11 10 ▲ 1

そ の 他 72 73 1

小　　　計 658 659 1

1,999 2,009 10

（注）1　各年4月1日現在の職員数です。

２　職員の人事評価の状況（令和５年度）

対象職員

評価要素

評価回数 　　年１回

特別行政部門

公営企業など
会 計 部 門

（注）2　令和6年度職員数の主な増減理由は、民生、病院等の業務量に適する人数の充実や新本庁舎への移転完了
に伴う減員等によるものです。

一般行政部門

　　　　　　　　　　　　区　分
  部　門

合　　　計

　公務能率の向上、職員の能力開発及び人材育成を目的として、人事評価を行っています。

　　全職員（但し、医療職などを除く）

　　業績、能力、地域貢献、自己啓発など

２



３　職員の給与の状況

（注）人件費には、市長や議長などの特別職に支給される給料、報酬などを含みます。

（２）職員給与費の状況（令和6年度一般会計当初予算）

1,528人

（３）特別職の給与などの状況（令和6年4月1日現在）

（４）職員の初任給の状況・経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和6年4月1日現在）

大学卒

短大卒

高校卒

平　均

（注）技能労務職は原則退職者不補充の方針となっており、民間企業などへの業務委託化を推進していきます。

（５）職員手当の状況（令和6年4月1日現在）

　①　配偶者・父母・孫等

　②　子

　③　満１６歳～満２２歳の子　　　※　②の額に加算

　　借家・借間　（最高限度額）

　①　交通機関利用者は運賃相当額　（最高限度額）

　②　交通用具使用者は通勤距離に応じた額　（2km以上）

（注） 1 職員手当は、地方自治法第204条に基づき、職員の給与条例などに規定した手当を支給しています。

        2 本市は、埼玉県市町村総合事務組合に加入し、退職手当の事務は同組合で行っています。

経験年数25年
以上30年未満

経験年数30年
以上35年未満

経験年数35年
以上

一般行政職

（６）職員の平均給料月額と平均
　　年齢の状況（令和6年4月1日現在）

扶　養　手　当

通　勤　手　当

賞　　　　　与

退 職 手 当

勤続　35年 39.757500月分 47.709000月分

最高限度額 47.709000月分 47.709000月分

※職務の級などによる加算措置があります。（主査級以上）
※( )内は、再任用職員に係る支給割合です。

勤続年数 自己都合 勧奨・定年

勤続　20年 19.669500月分 24.586875月分

勤続　25年 28.039500月分

（１）人件費の状況（令和5年度普通会計決算）

職員
数

（Ａ）

1人当たりの
給与費(B/Ａ)

区　　分 初任給 採用2年後
経験年数7年
以上10年未満

経験年数10年
以上15年未満

経験年数15年
以上20年未満

議　員 450,000円 〃 〃 〃

※役職加算措置があります。

経験年数20年
以上25年未満

議　長 537,000円 〃 〃 〃

副議長 478,000円 〃

33.270750月分

　6月期
1.225月分

（0.6875月分）
1.025月分

（0.4875月分）

12月期
1.225月分

（0.6875月分）
1.025月分

（0.4875月分）

計
2.450月分

（1.3750月分）
2.050月分

（0.9750月分）

住　居　手　当 28,000円

55,000円

2,000円～31,600円

特殊勤務手当 　　防疫作業手当・災害出場手当など8種類

支給期別 期末手当 勤勉手当

10,000円 技能労務職 330,700円 55.1歳

5,000円

地　域　手　当
　　（給料月額＋扶養手当＋管理職手当）× ６％
　　 ※医師は異なる

336,200円

区　　　分 支　給　内　容　（　月　額　）

6,500円 区　　　分 平均給料月額 平均年齢

　　　　ただし、部長級職員については、3,500円 一般行政職 317,100円 41.9歳

技能労務職 174,100円 185,733円 該当者なし 該当者なし 該当者なし 該当者なし 該当者なし 329,700円

176,100円 187,300円 224,100円 254,400円 291,200円 334,500円 370,100円 375,900円 373,700円

381,900円 400,200円 384,100円

187,300円 202,400円 226,800円 267,000円 316,200円 354,200円 365,100円 371,300円 387,400円

202,400円 214,400円 254,000円 282,700円 323,200円 363,200円

〃 〃

副市長 832,000円 〃 〃 〃

教育長 761,000円 〃 〃 〃

（注）　1　職員手当には、退職手当は含みません。
　　　  2　特別職の給料、報酬などは含みません。

区　分 給料又は報酬（月額） 期　末　手　当 合　　計

市　　長 982,000円 　6月期　　2.25月分 12月期　　2.25月分 　4.5月分

給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B)

5,407,262千円 1,292,329千円 2,262,214千円 8,961,805千円 5,865千円

住民基本台帳人口
令和6年3月31日現在

歳出総額（Ａ） 人件費(B) 人件費率(B/A)

230,380人 93,631,854千円 11,896,412千円 12.7%

給　　　与　　　費

３



４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

■(1)職員の勤務時間及び割振り（令和6年4月1日現在）

始　業 終　業 週休日

8：30 17：15 土・日曜日

※公務の運営により特別の形態によって勤務する場所は除きます。

■（2）育児休業などの取得状況（令和５年度）

男 女

130人 51人 20人 110人 無 給

30人 13人 0 30人
一部
減額

53人 37人 2人 51人
一部
減額

（注）　育児休業と育児短時間勤務の取得者数は延べ人数です。

■（3）年次有給休暇の取得状況（令和５年度）

（注）　 派遣職員等は職員数に含みません。

■（4）休暇制度の概要（令和６年4月1日現在）

有給

有給

有給

有給

有給

有給

無給

無給

無給組　　合　　休　　暇 職員団体の業務や活動に従事するために認められる休暇

１週間の勤務時間

区　　　分 取得者数
うち新規
取得者

給 与 制度の概要

主
な
特
別
休
暇

結  婚  休  暇 結婚に際して6日の範囲内

介　　護　　休　　暇
職員の親族で負傷、または疾病、老齢により2週間以上にわたり
日常生活を営むのに支障がある人の介護で6月以内

介　　護　　時　　間
職員の親族で負傷、または疾病、老齢により2週間以上にわたり
日常生活を営むのに支障がある人の介護で1日2時間以内

産前産後休暇
出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合は14週間）前から産後8週
間までの期間

子の看護休暇
小学校就学前の子（配偶者の子を含む）の看護で１つの年度につ
き5日(小学校就学前の子が2人以上の場合は10日）以内

忌  引  休  暇
死亡した人との親族関係（続柄）、生計関係に応じ1日～10日の範
囲内

種      類 概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

年 次 有 給 休 暇 労働基準法第39条の諸規定に従って与えられる休暇

病　　気　　休　　暇 負傷、疾病の治療で、同一疾病などにつき90日を限度

総付与日数 総使用日数 職員数 取得日数（１人あたり）

66,246日 19,638日 1,758人 １１日１時間１９分

育児休業
3歳に満たない子を養育するための
休業

育児短時間勤務
小学校就学前の子を養育するため
の短時間勤務

部分休業
小学校就学前の子を養育するため
の1日2時間以内の休業

勤 務 時 間 の 割 振 り

休憩時間

38時間45分 12：00～13：00

男女別
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５　職員の分限及び懲戒処分の状況（令和５年度）
区　　分 種　　類 内　　　　容 処 分 者 数

休　　職
●　心身の故障のため、長期の療養を要するとき

●　刑事事件に関し起訴されたとき

３３人
（病気による休職）

0人
（起訴による休職）

降　　任

免　　職

●　勤務成績が良くないとき

●　心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、または
     これに堪えがたい場合

●　上記のほか、その職務に必要な適格性を欠くとき

●　廃職または過員を生じたとき

なし

懲戒処分

戒　　告

減　　給

停　　職

免　　職

●　地方公務員法など、またはこれに基づく条例、規則、
　　 規程に違反したとき

●　職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき

●　全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があったとき

２人

６　職員の服務の状況

７　職員の研修の状況（令和５年度）

内容 受講者数

新規採用職員研修、主事・技師級研修、主任研修、主査研
修、主幹研修、課長級研修、管理職マネジメント研修

489人

民法、地方公務員法研修など 339人

部落差別解消のための人権行政研修、評価者研修など 1,155人

埼玉県、彩の国さいたま人づくり広域連合、市町村アカデ
ミーなど

122人

自己啓発、通信教育講座など 3人

2,108人

（注）延べ人数です。

合　　　　　　　　　　　計

分限処分

階  層  別  研  修

専　　門　　研　　修

特　　別　　研　　修

派　　遣　　研　　修

その他

　　服務の根本基準として「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂
行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と地方公務員法で規定されています。そのため
同法では、職員に次の義務を課しています。

　
　◆法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（同法第32条）　　◆政治的行為の制限（同法第36条）

　◆信用失墜行為の禁止（同法第33条）　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆争議行為等の禁止（同法第37条）

　◆秘密を守る義務（同法第34条）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆営利企業等の従事制限（同法第38条）

　◆職務に専念する義務（同法第35条）

　　効率的かつ質の高い行政運営のため、さまざまな研修を実施し、職員の資質、能力の向上を図るとともに、
幅広い視野と新たな視点に立った政策を立案できる人材育成に努めています。

研 修 の 種 類
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８　職員の福祉及び利益の保護の状況（令和５年度）

９　公平委員会の業務の状況

（1）勤務条件に関する措置の要求の状況

　　　●令和５年度の措置請求はありませんでした。

（2）不利益処分に関する審査請求の状況

　　　●令和５年度の審査請求はありませんでした。

１０　職員の退職管理の状況（令和５年度）

○令和５年度は、再就職した元職員からの承認申請はありませんでした。

　再就職した元職員が現職職員に対して、契約等の事務について、要求や依頼（働きかけ）をすることは地方公
務員法で禁止されています。ただし、元職員からの申請により、公務の公正性の確保に支障が生じないと認め
られた場合に、その働きかけが承認されます。

区　　　　分 内　　　　　　　　容

埼玉県市町村職員共済組合

■短期給付
　　・病気、ケガ、出産、死亡、休業、災害などに対しての給付
■長期給付
　　・老齢年金、障害年金、遺族年金などの年金の給付
■福祉事業
　　・予防検診、メンタルヘルス相談、宿泊施設利用などの各種助成事業、
      各種貸付事業など

職　　員　　互　　助　　会
■冠婚葬祭に係る慶弔、人間ドックなどへの助成
　　・会費　：　給料月額×1,000分の3（毎月）
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